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１ はじめに                                 

（１）財務書類作成の目的  

  地方公共団体の予算・決算に係る会計制度は、予算の適切な執行を図るため、

現金の収入と支出（お金の出入り）のみを記録し、単純で透明性のある「現金

主義会計・単式簿記」を採用しています。 

しかし、「現金主義会計・単式簿記」は、お金の出入りを把握するには有効

な方法ですが、資産や負債の累積額、資産に係る減価償却費などの見えない経

費（非現金コスト）を含めた正確な経費が把握できないという課題があります。

そのため、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、企業会

計で採用している「発生主義会計・複式簿記」を取り入れた財務書類の作成、

会計情報の充実が求められています。 

 

２ 美幌町の取り組み                           

（１）総務省方式改訂モデルによる財務書類の作成  

 美幌町では、平成１８年に総務省から示された「地方公共団体における行政

改革の更なる推進のための指針」において、地方公会計制度改革として４つの

財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書、（以下「財務４表」という。））の作成及び公表が各地方公共団体に求めら

れるようになったことを受け、平成２２年度から平成２７年度決算まで総務省

方式改訂モデルによる作成・公表をしてきました。 

 

（２）統一的な基準による地方公会計の導入  

国は、平成２７年１月「統一的な基準による地方公会計について」において、

各地方公共団体で「発生主義会計・複式簿記」の導入、「固定資産台帳」の整

備を前提とした統一的な基準による財務４表の作成を要請しました。 

これまでは複数の作成モデルがありましたが、作成基準の統一により各地方

公共団体間の比較ができるようになります。財務書類の作成と開示だけではな

く、財政構造の特徴や課題をより客観的に分析し、住 に対するわかりやすい

説明、財政運営や行政評価等への活用を充実させることが求められます。 

美幌町では、平成２８年度決算（平成３０年３月公表）から「統一的な基準」を

導入し、財務分析の結果を活かした行財政の効率化・適正化に努めております。
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３ 財務書類の作成にあたって                      

（１）基本的な考え方  

  財務書類は、総務省から示された「統一的な基準による地方公会計マニュア

ル」に基づき、作成しています。 

 

（２）作成基準日  

作成基準日は、令和３年３月３１日であり、その後の出納整理期間中（４月

１日から５月３１日まで）の収支についても、当該基準日に含めて取り扱うこ

ととしています。 

 

（３）各財務書類の対象範囲  

令和２年度決算においては、一般会計の財務書類である「一般会計等財務書

類」及び一般会計等財務書類に特別会計や企業会計を加えた「全体財務書類」

を作成しました。 

なお、一部事務組合や広域連合等を加えた「連結財務書類」については、 

対象団体の財務書類等が整い次第、作成を予定しています。 

また、財務書類の対象範囲は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 個別排水処理特別会計

 一般会計

  一部事務組合・広域連合 等

会  計  名
一般会計等

財 務 書 類

全  体

財務書類

連  結

財務書類

  公営事業会計

  普通会計

公
営

企

業
会

計

法  適  用

法非適用

 後期高齢者医療特別会計

 介護保険特別会計

 水道事業特別会計

 病院事業特別会計

 公共下水道特別会計
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４ 財務書類（財務４表）の概要                           

（１）貸借対照表（バランスシート）【略称 ＢＳ   

  貸借対照表は、基準日（３月３１日）時点における財政状況を明らかにする

ものであり、資産、負債、純資産の３つの区分を用います。 

町 の財産（公園、道路、学校など）や今後回収する予定の未収 など、将

来にわたり様々な行政サービスを提供する「資産」が表の左側（借方）に記載

されます。 

また、「資産」を築くために必要な地方債など、将来の世代が負担すること

になる「負債」と、町税や使用料、手数料などによって、現在までの世代が負

担してきた「純資産」が表の右側（貸方）に記載されます。 

なお、貸借対照表（ＢＳ）の構成と３つの区分である「資産」、「負債」、「純

資産」の具体例は、次のとおりです。 

 

 
（ ①資産 ＝ ②負債 ＋ ③純資産 ） 

 

 

 

 

 

借 方 貸 方

 ・公園、道路、学校などの  ・地方債
  公共資産  ・債務負担などの未払金
 ・他会計や他団体に対する  ・職員の退職金に係る退職手当引当金
  出資金
 ・貸付金、基金
 ・町税等の未納分（未収金）

 ・土地、建物、基金などの資産現在高
 ・町税等の収納分
 ・使用料、手数料
 ・国、北海道からの補助金

 ①    資 産

（将来の世代へ引き継ぐもの）

 ②   負 債

（将来の世代が負担するもの）

 ③   純資産

（現在までの世代が負担してきたもの）

＜貸借対照表（ＢＳ）の構成と３つの区分（資産・負債・純資産）の具体例＞
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＜貸借対照表の勘定科目説明＞ 

 

 町が所有する財産や権利
 土地や建物など、１年を超えて利用する資産
 固定資産のうち、目に見える資産
 土地、建物などの有形固定資産

土地  庁舎、福祉施設、教育施設等の土地
立木竹  山林、保安林の価額
建物  庁舎、福祉施設、教育施設等の建物
建物減価償却累計額  建物の減価償却費の累計額
建設仮勘定  建物中の事業用資産に支出した金額

 道路、河川、公園、防災（消防施設を除く）、上下水道施設に限定
土地  インフラ資産とされた施設等の底地
建物  インフラ資産とされた施設等の建物
建物減価償却累計額  建物の減価償却費の累計額
工作物  道路、公園、橋りょう、下水道等
工作物減価償却累計額  工作物の減価償却費の累計額

 車両、物品など
物品減価償却累計額  物品の減価償却累計額

 投資及び出資 、 期延滞債権、 期貸付 、基 、徴収不能引当 
 有価証券、出資金等

有価証券  株券などの債権
出資金  公有財産として管理されている出資等
その他  有価証券、出資金を除く投資及び出資金

 滞納繰越調定の収入未済分
 貸付金のうち、１年を超えるもの
 流動資産に区分される基金以外の基金

減債基金  地方債償還のための積立金で流動資産に区分されるもの以外
その他  財政調整基金及び減債基金以外の基金

 投資その他の資産のうち、徴収不能実積率などにより算定した引当金
 資産のうち、通常１年以内に現金化、費用化できるもの
 現金及び現金同等物
 現年度調定の収入未済分
 貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの
 財政調整基金及び減債基金のうち、流動資産に区分されるもの
 健全な財政運営のための積立金
 地方債償還のための積立金
 未収金等のうち、回収の見込みがないと見積もった金額

 支払義務のある金額
 支払期限が１年を超えて到来する負債
 地方債のうち、償還期限が１年超のもの
 債務負担行為で確定債務とみなされるもの及びその他の確定債務の
 うち、流動負債に区分されるもの以外のもの
 年度末に全職員が退職した場合に支払うべき金額
 上記以外の固定負債
 支払期限が１年以内に到来する負債
 地方債のうち、翌年度償還を予定しているもの
 支払義務が確定している金額
 翌年度支払予定の賞与等のうち、当年度負担分の金額
 上記以外の流動負債

 現在までの世代が負担した金額などで、正味の資産
 資産形成のために充当した資源の蓄積、町が調達した資源を充当して
 資産形成を行った場合で、その資産の残高（減価償却累計額の控除後）
 町の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保有

固定資産等形成分

余剰分（不足分）

その他

【純資産の部】

その他
 流動負債

１年内償還予定地方債
未払金
賞与等引当金

【負債の部】
 固定負債

地方債

 期未払 

退職手当引当金

投資その他の資産

徴収不能引当金

基金

 期延滞債権
 期貸付 
基金

投資及び出資金

徴収不能引当金

 流動資産

未収金
短期貸付金

財政調整基金
減債基金

現金預金

勘定科目 内容説明

事業用資産

物品

有形固定資産
 固定資産
【資産の部】

インフラ資産
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（２）行政コスト計算書 【略称 ＰＬ】  

  町の行政活動は、将来の世代も利用できる資産を形成するだけではなく、人

的サービスや給付サービス（たとえば、ごみの収集や福祉サービス）など、資

産の形成につながらない当該年度の行政サービスも提供しています。 

行政コスト計算書は、会計期間中（４月１日から翌年３月３１日まで）の費

用と収益（行政運営コスト）を明らかにするものです。資産形成に結びつかな

い行政サービスに係る経費と、その行政サービスの直接の対価として得られた

財源を対比させた計算書です。「経常行政コスト」と「経常収益」からなり、

これらを差し引きしたものが、「純行政コスト」となります。 

  企業会計の損益計算書にあたるものです。 

 

＜行政コスト計画書の勘定科目説明＞ 

 

 

 

 毎会計年度、経常的に発生する費用
 人件費、物件費等、その他の業務費用
 職員給料などの人にかかる費用

職員給与費  職員等に対して勤労の単価や報酬として支払われる費用
その他  上記以外の人件費

 物件費、維持費、減価償却費等
 物件費  職員旅費、委託料、消耗品等

維持補修費  資産の機能維持のために必要な修繕費等
減価償却費  使用や経年に伴う資産の価値減少額
その他  上記以外の物件費等

 支払利息等の費用
支払利息  地方債等に係る利息負担金額

 経常的に発生する非対価性の支出
 政策目的による補助金等
 社会保障給付としての扶助費等
 他会計への繰出金
 上記以外の移転費用
 毎会計年度、経常的に発生する収益
 使用料・手数料の形態で徴収する金銭
 上記以外の経常収益
 経常費用と経常収益の差

 臨時に発生する費用
 災害復旧にかかる費用
 資産を売却して損失が発生した場合の金額
 上記以外の臨時損失
 臨時に発生する利益
 資産を売却して収益が発生した場合の金額
 上記以外の臨時利益
 純経常行政コストに臨時損失と臨時利益を加味した差【純行政コスト】

資産売却損
その他

 臨時利益
資産売却益
その他

その他

 臨時損失
災害復旧事業費

補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

 経常収益
使用料及び手数料

移転費用

勘定科目 内容説明

【純経常行政コスト】

 経常費用
業務費用

人件費

物件費等

その他の業務費用
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（３）純資産変動計算書 【略称 ＮＷ】  

  純資産変動計算書は、会計期間中（４月１日から翌年３月３１日まで）に町

の純資産がどのような増減によって変動したかを明らかにするものです。 

行政コスト計算書に計上されないすべての取引が計上されます。 

  純資産は、町が形成した資産のうち、現在までの世代が負担した部分になり

ますので、当該年度の純資産の変動は、現在までの世代と将来の世代における

世代間の負担の重さが変動することを意味しています。 

  

  

＜純資産変動計算書の勘定科目説明＞ 

 
 

 

増

現在までの世代が自らの負担
によって、将来の世代も利用

可能な資産を蓄積したことを

意味する。

将来の世代にとっても利用可能であった資産を、
現在までの世代が費消して便益を受ける一方で、

将来世代にその分の負担が先送りされたことを

意味する。

純

資

産

純

資

産

減純

資

産

純

資

産

 前年度末の純資産の残高
 行政コスト計算書で計算された費用に対する財源措置
 純資産の財源をどのように調達したかの分類
 地方税、地方交付税及び地方譲与税等
 国庫支出金及び道支出金等
 純行政コスト＋財源
 有形固定資産等の増加や減少、貸付金・基金等の増加や減少の内容
 を再掲する
 資産の機能維持のために必要な大規模修繕費等
 使用や経年に伴う資産の価値減少額
 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額又は新たな貸付金・
 基金等のために支出した金額
 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額又は貸付金の償還収入
 及び基金の取崩収入相当額
 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額
 上記以外の純資産及びその内部構成の変動
「本年度差額」に「資産評価差額」、「無償所管換等」、「その他」
 を増減した金額
「前年度末純資産残高」に「本年度純資産変動額」を増減した金額

 本年度純資産変動額

【本年度末純資産残高】

有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少

 無償所管換等
 その他

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

 （内部変動）

勘定科目 内容説明

【前年度末純資産残高】
 純行政コスト（△）

財源
税収等
国道等補助金

 本年度差額
 固定資産等の変動
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（４）資金収支計算書 【略称 ＣＦ】  

  資金収支計算書は、会計期間中（４月１日から翌年３月３１日まで）の町の

現金預金の収支の状態、利用状況、資金能力を明らかにするものです。 

前年度末の残高、本年度末の残高および期中の増減額を表しており、資金収

支の性質に応じて「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」の３区

分により表示することで、どのような活動に資金が使われたのかがわかります。 

 

＜資金収支計算書の勘定科目説明＞ 

 

 

 

 

 「業務支出」、「業務収入」、「臨時支出」及び「臨時収入」
 して表示する
 自治体の運営上、毎年度経常的に支出されるもの
 人件費、物件費、支払利息などの支出
 職員給料、退職金などの支出
 物品購入費、維持補修費などの支出
 地方債等に係る支払利息の支出
 上記以外の業務費用支出
 経常的に発生する非対価性の支出
 各種団体への補助金等に係る支出
 社会保障給付に係る支出
 他会計への繰出に係る支出
 上記以外の業務費用支出
 町政運営上、毎年度経常的に収入されるもの
 町 税や固定資産税などの収 
 国道からの補助金のうち、業務支出の財源に充当した収入
 使用料及び手数料の収入
 上記以外の業務収入
 災害復旧事業費などの支出
 災害復旧事業費に係る支出
 災害復旧事業費以外の臨時支出
 臨時にあった収入
 （「業務収 」 「業務 出」）＋（「臨時収 」 「臨時 出」）

 「投資活動支出」及び「投資活動収入」に分類して表示する
 投資活動に係る支出
 有形固定資産等形成に係る支出
 基金積立に係る支出
 投資及び出資金に係る支出
 貸付金に係る支出
 上記以外の投資活動支出
 投資活動に係る収入
 国道等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当した収入
 基金取崩による収入
 貸付金に係る元金回収収入
 資産売却による収入
 上記以外の投資活動収入
 「投資活動収 」 「投資活動 出」

【業務活動収支】

 投資活動収支

公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

 投資活動収入
国道等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

 臨時収入（Ｄ）
 業務活動収支

【投資活動収支】
 投資活動支出

国道等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

 臨時支出（Ｃ）
災害復旧事業費支出
その他の支出

勘定科目 内容説明

 業務支出（Ａ）

税収等収入

業務費用支出
人件費支出
物件費支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

 業務収入（Ｂ）
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（５）統一的な基準による財務４表の相互関係  

  統一的な基準による財務４表の相互関係は、次のとおりです。 

 

① 貸借対照表【ＢＳ】の現金預金は、資金収支計算書【ＣＦ】の本年度末残

高と本年度末歳計外現金残高を加えた金額に対応します。 

② 行政コスト計算書【ＰＬ】の純行政コストは、純資産変動計算書【ＮＷ】

の純行政コストに対応します。 

③ 貸借対照表【ＢＳ】の純資産は、純資産変動計算書【ＮＷ】の本年度末残

高に対応します。 

 

５ 美幌町の財務書類                           

  令和２年度決算における美幌町の一般会計等財務書類及び全体財務書類

（財務４表）は、次のとおりです。 

 「財務活動支出」及び「財務活動収入」に分類して表示する
 地方債償還に係る支出など
 地方債に係る元本償還の支出
 地方債償還支出以外の財務活動支出
 地方債発行による収入
 貸付金に係る支出
 地方債発行収入以外の財務活動収入
 「財務活動収 」 「財務活動 出」
 「業務活動収支」＋「投資活動収支」＋「財務活動収支」
 前年度末の資金残高
 「前年度末の資金残高」＋「本年度資金収支額」

 前年度末の歳計外現金残高
 本年度の歳計外現金の増減額
 「前年度末歳計外現金残高」＋「本年度歳計外現金増減額」
 「本年度末資金残高」＋「本年度末歳計外現金残高」

 本年度末資金残高

 前年度末歳計外現金残高
 本年度歳計外現金増減額
 本年度末歳計外現金残高
 本年度末現金預金残高

 前年度末資金残高

【財務活動収支】
 財務活動支出

地方債償還支出
その他の支出

 財務活動収入
貸付金支出
その他の収入

 財務活動収支
 本年度資金収支額

行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書
【ＰＬ】 【ＮＷ】 【ＣＦ】

（うち現金
預金）

＋ 本年度末       

歳計外現金残高

前年度末

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

本年度末残高

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

負債
経常経費

経常収益

臨時損失

臨時利益

純行政コスト
純資産

資産

貸借対照表
【ＢＳ】

①
③

②
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 注記  

 

 １ 重要な会計方針  

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

   資産評価及び固定資産台帳の手引き（平成２７年１月総務省）に定める 

  評価基準及び評価方法による。ただし、地方公営企業法が適用される会計 

（以下、「企業会計」という。）については、地方公営企業会計基準による。 

 

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

   ①満期保有目的有価証券 

償却原価法 

 

   ②満期保有目的以外の有価証券及び出資金 

     市場価格のあるものについては、年度末日の市場価格に基づく時価

法による。また、市場価格のないものについては、移動平均法に基づく

原価法による。 

 

   ③出資金 

     市場価格のあるものについては、年度末日の市場価格に基づく時価

法による。また、市場価格のないものについては、出資金額による。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

   ①有形固定資産 

    減価償却資産について定額法を採用している。 

 

   ②無形固定資産 

    定額法を採用している。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

  ①徴収不能引当金 

   過去５年間の平均不納欠損率による。 
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  ②退職手当引当金 

   期末自己都合要支給額により算定している。ただし、企業会計について 

は企業会計の算定基準により計上している。 

 

  ③賞与引当金 

   翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する

本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上している。 

 

  ④損失補償等引当金 

   履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の 

財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来 

負担額を計上している。 

 

（５）リース取引の処理方法 

  ①ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 

 

②オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

  現金（歳計現金）及び現金同等物（短期定期預金、出納整理期間中の取引

により発生する資金の受払い）を資金の範囲とし、直接法を採用している。 

 

 （７）消費税等の会計処理 

   各会計基準により会計処理している。 

 

 （８）財務書類の表示金額単位 

   記載金額は、千円単位の表示を採用しており、端数整理により合計が一致

しない場合があります。 
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２ 重要な会計方針の変更  

  重要な会計方針の変更はありません。 

 

 ３ 重要な後発事象  

  重要な後発事象はありません。 

 

 ４ 偶発債務  

  該当する債務はありません。 

 

 ５ 追加情報  

 （１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

   ①全体会計財務書類の対象範囲 

     般会計、国 健康保険特別会計、後期 齢者医療特別会計、介護保険 

   特別会計、公共下水道特別会計、個別排水処理特別会計、水道事業会計、 

病院事業会計 

 

   ②地方自治法第２３５条の５に基づき出納整理期間が設けられている会 

計においては、出納整理期間における現金の受払い後の計数である。 

 なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けていな 

い会計との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の 

受払い等が終了したものとして調整している。 
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６ 一般会計等財務書類の分析                     

総務省の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、「資産形

成度」、「世代間公平性」、「持続可能性（健全度）」、「効率性」、「弾力性」、「自

律性」の６つの視点から一般会計等財務書類の分析を行います。 

 

（１）資産形成度 将来世代に残る資産はあるのか  

  指標① 町   当たりの資産額  

      町   当たりの資産額は、貸借対照表の資産合計 額を住 基

本台帳人口で除することによってわかります。 

      町   当たりの資産額は、数字が いからといって、財政が豊か

であるとは限りません。資産が多いということは町 サービスに寄

与する公共施設が多いことになりますが、一方では、維持管理コスト

が発生することを意味しています。 

      なお、類似団体の平均的な数値は１，５００千円となっていますが、

行政区域が広い自治体の場合は、多くの公共施設等の整備が必要と

なることから、資産が増大する傾向にあります。 

  

 

  指標② 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

      有形固定資産のうち、償却資産の取得価格等に対する減価償却累

計額の割合を算出することで、耐用年数に対して、資産の取得からど

の程度経過しているのかがわかります。 

      この率が高いほど、施設等の老朽化が進んでいると言え、施設等の

 寿命化対策や更新が必要となってきます。 

  算出方法 ／ 資産合計額  ÷  人口

美幌町の数値 ／ ÷ 人

≒ 千円

（前年度 6,408 千円）

6,478

18,941

 決算カード 18,941 人

122,699,193 千円

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 貸借対照表  資産合計額 122,699,193 千円
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      たとえば、この指数が５０％の場合、現在保有している建物や設備

の半分が、既に帳簿上の価値を失っていることとなります。 

  
 

（２）世代間の公平性 将来世代と現世代との負担の分担は適切か  

  指標③ 純資産比率  

      総資産のうち、現在までの世代が負担してきた純資産の割合を示

すものです。将来の世代と現在までの世代との間で負担の割合が変

動しているかどうかは、純資産の変動からわかります。 

純資産比率が高いほど財政状況が健全であると言え、企業の財務分 

     析において、財務の安定性を図る指標として用いられる「自己資本比 

率」に相当するものです。 

 なお、類似団体の平均的な数値は６０％ ８０％となっています。 

  
 

 

 

 

  算出方法 ／ （減価償却累計額 ÷ 取得価格等）×１００

美幌町の数値 ／ 千円 ÷ 千円×１００

≒ ％

（前年度 55.9 ％）

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 貸借対照表 有形固定資産

千円

 減価償却累計額 131,557,598 千円

131,557,598 229,282,676

57.4

 取得価格等 229,282,676

  算出方法 ／ （純資産合計額 ÷ 資産合計額）× １００

美幌町の数値 ／ 千円 ÷ 千円×１００

≒ ％

（前年度 88.7 ％）

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

千円

 純資産合計額 109,907,282 千円

109,907,282 122,699,193

89.6

 貸借対照表 資産合計額 122,699,193
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  指標④ 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）  

      有形固定資産の形成に係る将来世代の負担の比重は、有形固定資

産における将来の償還等が必要な地方債による形成割合を算出する

ことでわかります。 

      公共施設を更新するための財源を地方債に求めることが想定され

るため、将来世代の負担について見極めていく必要がありますが、こ

の比率が低いということは、将来世代の負担が少ないということで

あり、健全な運営をしていると言えます。 

      なお、類似団体の平均的な数値は１０％ ２０％となっています。 

 
 

（３）持続可能性（健全度） どのくらい借金はあるのか  

  指標⑤ 町   当たり負債額  

      町   当たり負債額は、貸借対照表の負債合計 額を住 基本

台帳人口で除することによってわかります。 

      なお、類似団体の平均的な数値は４００千円となっていますが、行

政区域が広く、人口が少ない自治体においては、町   当たり負債

額が増大する傾向にあります。 

 

  算出方法 ／ （地方債＋１年内償還予定地方債）÷有形固定資産×１００

美幌町の数値 ／ （ 千円 ＋ 千円 ）

÷ 千円 × １００ ≒ ％

（前年度 8.0 ％）

千円

9.8

参照書類

 貸借対照表

943,473

10,098,521

113,133,145

  １年内償還予定地方債

参照箇所 美幌町（令和２年度）

千円

943,473

  有形固定資産 113,133,145 千円

  地方債 10,098,521

  算出方法 ／ 負債合計額  ÷  人口

美幌町の数値 ／ ÷ 人

≒ 千円

（前年度 721 千円）

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 貸借対照表  負債合計額 12,791,910 千円

675

 決算カード 18,941 人

12,791,910 千円 18,941
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  指標⑥ 基礎的財政収支（プライマリー・バランス）  

      資金収支計算書の支払利息支出を除く業務活動収支及び投資活動

収支の合計額を算出することによって、地方債等の元利償還金を除

いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標

が、基礎的財政収支（プライマリー・バランス）です。 

      この指標がプラスでないと、借金の返済額が減少しないこととな

ります。本年度決算では、公共施設等整備費支出が大きく増加したこ

とから、基礎的財政収支はマイナスとなっています。 

 
  

 指標⑦ 債務償還可能年数  

      地方債の償還可能年数とは、地方債を経常的に確保できる資金で

ある業務活動収 （臨時収 分を除く）の 字額で返済した場合に、

何年で返済できるかを表す指標です。これにより、「地方債（借金）

は多いのか、少ないのか」、「返済能力はあるのか」がわかります。 

 

 

  算出方法 ／ 業務活動収支（支払利息支出を除く）＋投資活動収支

美幌町の数値 ／ 千円ー 千円＋ 千円

＝ 千円

（前年度 95,657 千円）

△ 1,931,411

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 資金収支計算書  業務活動収支 1,011,434 千円

 （支払利息支出） 42,169 千円

 投資活動収支 千円△ 2,900,676

1,011,434 42,169 △ 2,900,676

  算出方法 ／ （地方債＋１年内償還予定地方債）÷（業務収入ー業務支出）

美幌町の数値 ／ （ 千円 ＋ 千円 ）

  ÷（ 千円 ー 千円 ）

≒ 年

（前年度 9.6 年）

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 貸借対照表  地方債 10,098,521 千円

千円

10,098,521 943,473

 １年内償還予定地方債 943,473 千円

 資金収支計算書  業務収入 12,206,956 千円

12,206,956 11,195,522

10.9

 業務支出 11,195,522
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（４）効率性 行政サービスは効率的に提供されているか  

  指標⑧ 町   当たり 政コスト  

      行政コスト計算書で算出される純行政コストを住 基本台帳  

で除して町 一人当たり純行政コストとすることにより、行政活動

の効率性を測定することができます。 

      なお、類似団体の平均的な数値は３００千円 ４００千円となっ

ていますが、行政区域が広く、人口が少ない自治体においては、町 

一人当たり行政コストが増大する傾向にあります。 

 
 

（５）弾力性 資産形成を行う余裕はどのくらいあるのか  

  指標⑨ 行政コスト対財源（税収等・国道等補助金）比率  

      税収等や国道等補助金の一般財源等に対する行政コストの比率を

算出することによって、当該年度の税収等のうち、どれだけ資産形成

を伴わない行政コストに費消されたのかを把握することができます。 

      この比率が１００％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継

ぐ資産が蓄積されたことを意味し、上回っている場合は、過去から蓄

積された資産が取り崩されたか、翌年度以降の負担が増加したこと

を意味します。 

 

  算出方法 ／ 純行政コスト ÷ 人口

美幌町の数値 ／ ÷ 人

≒ 千円

（前年度 617 千円）

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 行政コスト計算書  純行政コスト 14,937,051 千円

789

 決算カード 18,941 人

14,937,051 千円 18,941

  算出方法 ／ 純行政コスト ÷ 財源 × １００

美幌町の数値 ／ 千円÷ 千円×１００

≒ ％

（前年度 131.9 ％）

千円

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 行政コスト計算書  純行政コスト 14,937,051 千円

14,937,051 12,390,399

120.6

 純資産変動計算書  財源 12,390,399
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（６）自律性 歳入はどのくらい税金等で賄われているか（受益者負担の水準は） 

  指標⑩ 受益者負担比率  

      行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービス

に係る受益者負担の金額であり、経常費用と比較することによって、

行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することがで

きます。 

      なお、類似団体の平均的な数値は３％ ７％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  算出方法 ／ 経常収益 ÷ 経常費用 × １００

美幌町の数値 ／ 千円÷ 千円×１００

≒ ％

（前年度 4.0 ％）

千円

参照書類 参照箇所 美幌町（令和２年度）

 行政コスト計算書  経常費用 15,348,976 千円

499,401 15,348,976

3.3

 経常収益 499,401
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